別記様式第9号（第12条第11項関係）
(文書記号)第　　号
年　　月　　日

住民自治推進交付金交付決定通知書


　　　　　　　　　　様

北見市長　　　　　　　　印


　　　　年度北見市住民自治推進交付金について、下記のとおり交付金の額を決定したので、北見市住民自治推進交付金交付規則第13条の規定に基づき通知します。

記

1　交付金交付決定額　　金　　　　　　　　　　　　円

2　交付金の概算払い
交付金は、次により概算払いとする。
	区　分
	概算払い金額
	支払年月日

	1回目
	円
	この通知の日から起算して15日以内の日

	2回目
	円
	年　　月　　日　　　



3　交付の条件
(1)　新たな交付金対象事業を計画するときは、あらかじめ、市長の承認を受けること。
(2)　交付金対象事業を中止したときは、速やかに市長に報告すること。
※　上記(1)、(2)に掲げる条件のいずれかに該当するときは、交付金対象事業変更等協議書（様式第10号）を提出してください。

4　交付金の返還
規則第12条又は第14条の規定に違反していると認めたときは、既に交付された交付金を返還させる場合があります。
